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税関ホームページ www.customs.go.jp/ 財務省・税関 

財務省・税関では、通関手続に係る電子手続の原則化の実現に向け、通関

関係書類の提出省略やＰＤＦ等による提出を認めるなど電子化・ペーパーレス化

に向けた取組みを進めています。 

窓口電子申告はこんなに便利！！ 
① 税額の計算が自動的に行われます。 

税関の窓口の専用端末に、税番（品目コード）や取引価格等の必要事項を入力するこ

とで、税額計算が自動的に行われます。 

② 繰り返し輸出入申告をする方に便利です。 
申告した情報を USB メモリ等に保存し再利用すれば、入力が簡単になります。 

※USB メモリ等（カードリーダー等を含む）は各自でご用意下さい。 

③ ＡＴＭやモバイルバンキング等からも納税可能です。 
金融機関の窓口における現金による納税の手続の他、ペイジー対応のＡＴＭやモバイ

ルバンキング、インターネットバンキングで納税することもできます。 

④ 通関関係書類をＰＤＦ等で提出することができます。 

詳しくは、税関に

お問合せ下さい。 
（問合せ先一覧） 

 

⑤ 修正申告業務を利用することができます。 
行政機関の休日を除く 8:30～17:00 のみ利用可能。 

 

 

 

https://www.customs.go.jp/zeikan/seido/useful/leaflet_ichiran.pdf

